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２
０
１
８
年
３
月
30
日
に
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
基
準
29
号

「
収
益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
会
計
基
準
」と
い

う
）お
よ
び
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
30
号「
収
益
認
識
に
関
す

る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」（
以
下
、「
適
用
指
針
」と
い
う
）に
つ

い
て
、
２
０
２
１
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
の
期

首
か
ら
の
適
用
に
向
け
て
準
備
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
特
集
で
は
、
収
益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
に
つ
い
て
、

実
務
上
の
影
響
が
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る「
本
人
と
代
理

人
の
区
分
判
定
」に
焦
点
を
当
て
て
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
も
交
え

て
解
説
を
行
う
。

従
来
、
総
額
計
上
か
純
額
計
上
か
に
関
連
す
る
検
討
に
つ
い

て
、
わ
が
国
で
は
、
実
務
対
応
報
告
17
号「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
取
引

の
収
益
の
会
計
処
理
に
関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
」の
ほ
か
、
日

本
公
認
会
計
士
協
会
会
計
制
度
委
員
会
研
究
報
告
13
号「
我
が
国

の
収
益
認
識
に
関
す
る
研
究
報
告（
中
間
報
告
）
―
Ｉ
Ａ
Ｓ
第
18

号「
収
益
」に
照
ら
し
た
考
察
―
」で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
包

括
的
な
会
計
基
準
と
し
て
の
定
め
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
に
わ
た
る
部
分
の
記
述
は
執
筆

者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
Ｐ
ｗ
Ｃ
あ
ら
た
有
限
責
任
監
査
法

人
の
意
見
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
る
。

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
本
人
と
代
理
人
の
区
分
判
定
は
、損
益

計
算
書
上
、収
益
を
総
額
で
表
示
す
る

か
純
額
で
表
示
す
る
か
に
関
連
す
る
。

●	

本
人
と
代
理
人
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
は
、特
定
の
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス

の
そ
れ
ぞ
れ
が
顧
客
に
移
転
さ
れ
る

前
に
、企
業
が
そ
の
財
ま
た
は
サ
ー
ビ

ス
を
支
配
し
て
い
る
か
否
か
に
依
存
す

る
。

本
人
と
代
理
人
の
区
分

判
定
の
意
義

本
人
か
代
理
人
か
の
議
論
は
、
売
上
金

額
を
顧
客
か
ら
収
受
す
る
代
金
の
総
額
と

す
る
か
、
純
額
と
す
る
か
と
い
う
損
益
計

算
書
上
の
表
示
方
法
に
関
連
す
る
議
論
で

あ
る
。
企
業
が
本
人
に
該
当
す
る
と
き
に

は
、
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
交
換

に
企
業
が
権
利
を
得
る
と
見
込
む
対
価
の

総
額
を
収
益
と
し
て
認
識
し（
適
用
指
針

39
項
）、
企
業
が
代
理
人
に
該
当
す
る
と

き
に
は
、
他
の
当
事
者
に
よ
り
提
供
さ
れ

る
よ
う
に
手
配
す
る
こ
と
と
交
換
に
企
業

が
権
利
を
得
る
と
見
込
む
報
酬
ま
た
は
手

数
料
の
金
額
、
あ
る
い
は
他
の
当
事
者
が

提
供
す
る
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
と
交
換
に

受
け
取
る
額
か
ら
当
該
他
の

当
事
者
に
支
払
う
額
を
控
除

し
た
純
額
を
収
益
と
し
て
認

識
す
る（
適
用
指
針
40
項
）（
図

表
１
）。

こ
の
論
点
は
、
顧
客
へ
の

財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
複
数
の
当
事
者
が
関
与
し

て
い
る
場
合
に
検
討
さ
れ
る

べ
き
論
点
で
あ
る
。
通
常
、

財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
受
益

者
に
そ
の
財
ま
た
は
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
さ
れ
る
ま
で
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

主
体
が
介
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
論
点

は
事
業
活
動
を
営
む
多
く
の
企
業
で
普
遍

的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
る
と
と

も
に
、
企
業
の
事
業
活
動
の
総
量
を
示
す

損
益
計
算
書
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ン
に
関
連
す

る
論
点
で
あ
る
た
め
、
実
務
に
与
え
る
影

響
も
小
さ
く
な
い
。

本
人
と
代
理
人
の
区
分

判
定
に
あ
た
っ
て
の
基

本
的
な
考
え
方

本
人
と
代
理
人
の
区
分
判
定
を
す
る
前

に
、
ま
ず
、
顧
客
に
提
供
す
る
財
ま
た
は

サ
ー
ビ
ス
を
特
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る（
適
用
指
針
42
項
）。
こ
れ
は
収
益
認
識

に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
５
ス
テ
ッ
プ
の
う

（図表１）　本人・代理人の処理
企業が「本人」の場合 企業が「代理人」の場合

総額処理 純額処理

Ｐ
／
Ｌ
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ン
に
直
接
影
響
す
る

本
人・代
理
人
の
区
分
判
定
の

意
義
と
基
本
的
な
考
え
方
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